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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ビアおよび配線が形成される素子形成領域と、
　前記基板上に形成され、平面視において前記素子形成領域を囲むように当該素子形成領
域の外周に形成されたシールリングと、
を含み、
　前記シールリングは、平面視において前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔
を有する第１のメタル層と、前記第１のメタル層上に当該第１のメタル層に接して形成さ
れた第２のメタル層と、を含み、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前
記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分には前記第２のメタル層を構成するメタル材
料がくい込んで形成され、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔は、平面視で複数の貫通孔が前記素子形成領域を囲む
ように分散配置されることにより構成され、前記複数の貫通孔の下部分にはそれぞれ前記
絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部
分には、それぞれ前記第２のメタル層がくい込んで形成された半導体装置。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ビアおよび配線が形成される素子形成領域と、



(2) JP 5117791 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

　前記基板上に形成され、平面視において前記素子形成領域を囲むように当該素子形成領
域の外周に形成されたシールリングと、
を含み、
　前記シールリングは、平面視において前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔
を有する第１のメタル層と、前記第１のメタル層上に当該第１のメタル層に接して形成さ
れた第２のメタル層と、を含み、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前
記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分には前記第２のメタル層を構成するメタル材
料がくい込んで形成され、
　前記シールリングは前記第２のメタル層上に、当該第２のメタル層に接して形成された
第３のメタル層をさらに含み、
　前記第２のメタル層は、平面視において前記第１のメタル層の前記貫通孔とは重ならな
い位置において、前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔を有し、当該貫通孔の
下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の
上部分には前記第３のメタル層を構成するメタル材料がくい込んで形成され、
　前記第２のメタル層の前記貫通孔は、平面視で複数の貫通孔が前記素子形成領域を囲む
ように分散配置されることにより構成され、前記複数の貫通孔の下部分にはそれぞれ前記
絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部
分には、それぞれ前記第３のメタル層がくい込んで形成された半導体装置。
【請求項３】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ビアおよび配線が形成される素子形成領域と、
　前記基板上に形成され、平面視において前記素子形成領域を囲むように当該素子形成領
域の外周に形成されたシールリングと、
を含み、
　前記シールリングは、平面視において前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔
を有する第１のメタル層と、前記第１のメタル層上に当該第１のメタル層に接して形成さ
れた第２のメタル層と、を含み、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前
記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分には前記第２のメタル層を構成するメタル材
料がくい込んで形成され、
　前記シールリングは前記第２のメタル層上に、当該第２のメタル層に接して形成された
第３のメタル層をさらに含み、
　前記第２のメタル層は、平面視において前記第１のメタル層の前記貫通孔とは重ならな
い位置において、前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔を有し、当該貫通孔の
下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の
上部分には前記第３のメタル層を構成するメタル材料がくい込んで形成され、
　前記シールリングは、前記第１のメタル層下に、当該第１のメタル層に接して形成され
た下層メタル層をさらに含み、
　前記シールリングは、内周から外周に延在する直線で切断した断面において、前記下層
メタル層、前記第１のメタル層、前記第２のメタル層、および前記第３のメタル層をそれ
ぞれ構成するメタル材料中に前記絶縁性材料が島状に分散配置された構造を有する半導体
装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の半導体装置において、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔は、平面視で複数の貫通孔が前記素子形成領域を囲む
ように分散配置されることにより構成され、前記複数の貫通孔の下部分にはそれぞれ前記
絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部
分には、それぞれ前記第２のメタル層がくい込んで形成された半導体装置。
【請求項５】
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　請求項１、請求項２に従属する請求項４、請求項３に従属する請求項４いずれかに記載
の半導体装置において、
　前記第１のメタル層の前記複数の貫通孔は、平面視において格子状に配置された半導体
装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項１に従属する請求項５に記載の半導体装置において、
　前記シールリングは前記第２のメタル層上に、当該第２のメタル層に接して形成された
第３のメタル層をさらに含み、
　前記第２のメタル層は、平面視において前記第１のメタル層の前記貫通孔とは重ならな
い位置において、前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔を有し、当該貫通孔の
下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の
上部分には前記第３のメタル層を構成するメタル材料がくい込んで形成された半導体装置
。
【請求項７】
　請求項２、請求項２に従属する請求項４、請求項２に従属する請求項４に従属する請求
項５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２のメタル層の前記複数の貫通孔は、平面視において格子状に配置された半導体
装置。
【請求項８】
　請求項２、７、請求項２に従属する請求項４、請求項２に従属する請求項４に従属する
請求項５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記シールリングは、前記第１のメタル層下に、当該第１のメタル層に接して形成され
た下層メタル層をさらに含み、
　前記シールリングは、内周から外周に延在する直線で切断した断面において、前記下層
メタル層、前記第１のメタル層、前記第２のメタル層、および前記第３のメタル層をそれ
ぞれ構成するメタル材料中に前記絶縁性材料が島状に分散配置された構造を有する半導体
装置。
【請求項９】
　請求項２から４、６から８、請求項２に従属する請求項４に従属する請求項５、請求項
３に従属する請求項４に従属する請求項５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記シールリングは、内周から外周に延在する直線で切断した断面において、内周から
外周の方向に、前記第１のメタル層の前記貫通孔が形成された列と前記第２のメタル層の
前記貫通孔が形成された列とが交互に配置された半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高性能化が進むとともに、半導体装置製造プロセスにおいて、比誘
電率がＳｉＯ２より低い、いわゆる「low-k膜（低誘電率絶縁膜）」と呼ばれる絶縁膜形
成技術が導入されるようになっている。この「low-k膜」には様々な種類があるが、一般
的に密着性や機械強度が弱い。そのため、ウェハのダイシング工程で発生する膜剥離やク
ラックの伝播を防止できないという問題があった。
【０００３】
　図２６は、従来のシールリング構造を示す図である。シールリングは、低誘電率膜への
水分の侵入を防止するために半導体チップの周辺に沿って設けられる隔壁で、通常は配線
層によって形成される。図２６（ａ）は、半導体装置１０の横断平面図、図２６（ｂ）は
、半導体装置１０の縦断正面図である。図２６（ｂ）は、図２６（ａ）のＨ－Ｈ’断面図
に該当する。



(4) JP 5117791 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

【０００４】
　半導体装置１０は、たとえばシリコン基板である基板１２、たとえばＳｉＯ２膜である
下層絶縁膜１４、および低誘電率膜を含む層間絶縁膜１６がこの順で積層された構造を有
する。図中、破線の左側はチップ内部、破線の右側はシールリング部である。シールリン
グ部のさらに外周に、ダイシングライン（不図示）が存在する。素子形成領域であるチッ
プ内部において、層間絶縁膜１６中には、配線層３２およびビア層３０がこの順で交互に
形成される。また、シールリング部において、下層絶縁膜１４中にはＷシールリング３４
が、層間絶縁膜１６中には、配線層２４およびビア層２２がこの順で交互に形成される。
配線層２４およびビア層２２は、チップ内部の配線層３２とビア層３０とそれぞれ同層に
形成される。また、配線およびビアは、バリアメタル膜１８および銅含有メタル膜２０に
より構成される。
【０００５】
　しかし、このような構成において、図中右側のダイシングライン側からクラックや膜剥
離４０が発生すると、このクラックや膜剥離４０がビアと配線との間の部分で内部に伝播
し、チップ内部のクラックや膜剥離に発展するという問題があった。
【０００６】
　特許文献１（特開２００６－５０１１号公報）には、幅が広いシールリング配線内に複
数の縞状の絶縁体が形成された構成が記載されている。これにより、配線形成時のＣＭＰ
時に幅が広いシールリング配線内でディッシングおよびエロージョンが生じるのを防ぎ、
配線間の短絡発生をなくすようにした構成が記載されている。
【０００７】
　特許文献２（特開２００５－１６７１９８号公報）には、シールリングにおいて、デュ
アルダマシン配線を構成するビアおよび配線が設けられている層間絶縁膜につなぎ目のな
いシールビアが設けられた構成が記載されている。このシールリング部のつなぎ目の数を
低減させた構造を用いることにより、つなぎ目が多いシールリング構造と比較して、つな
ぎ目からの不純物等の侵入を効果的に防ぐことができ、強固なシールリング構造を実現で
きるとされている。
【特許文献１】特開２００６－５０１１号公報
【特許文献２】特開２００５－１６７１９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、シールリング部においても、素子形成層のビア
層と配線層と同じ高さにビア層と配線層とが交互に形成されており、シールリングのつな
ぎ目がその周囲の絶縁膜の接面と同じ高さとなっている。そのため、外周からの剥離やク
ラックを内部に伝播してしまうという課題が解決できていない。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の技術では、つなぎ目の数を低減しているが、シールリングの
つなぎ目は、チップ領域の配線とビアとのつなぎ目と同じ高さに設けられており、さらに
その周囲の絶縁膜の接面と同じ高さとなっている。そのため、膜剥離が生じた場合に、シ
ールリングのつなぎ目に外周からの剥離やクラックが伝達するとともに内部にも伝播して
しまうという課題が解決できない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、
　基板と、
　前記基板上に形成され、ビアおよび配線が形成される素子形成領域と、
　前記基板上に形成され、平面視において前記素子形成領域を囲むように当該素子形成領
域の外周に形成されたシールリングと、
を含み、
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　前記シールリングは、平面視において前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔
を有する第１のメタル層と、前記第１のメタル層上に当該第１のメタル層に接して形成さ
れた第２のメタル層と、を含み、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前
記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分には前記第２のメタル層を構成するメタル材
料がくい込んで形成された半導体装置が提供される。
【００１１】
　本発明によれば、
　素子形成領域と、当該素子形成領域を囲むように当該素子形成領域の外周に形成された
シールリング部と、を含む半導体装置の製造方法であって、
　基板上に形成された第１の絶縁膜に、前記素子形成領域においてビアまたは配線を形成
するための第１の溝、および前記シールリング部において平面視で前記素子形成領域を取
り囲むように第１のシールリング溝を形成する工程と、
　前記第１の溝および前記第１のシールリング溝をメタル材料で埋め込み、次いで前記第
１の溝および前記第１のシールリング溝外部に露出した前記メタル材料を除去することに
より、前記第１の溝内にビアまたは配線を形成するとともに、前記第１のシールリング溝
内に第１のメタル層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜に、前記素子形成領域においてビアまたは配線を形成するための第２
の溝、および前記シールリング部において前記第１のシールリング溝上に第２のシールリ
ング溝を形成する工程と、
　前記第２の溝および前記第２のシールリング溝をメタル材料で埋め込み、次いで前記第
２の溝および前記第２のシールリング溝外部に露出した前記メタル材料を除去することに
より、前記第２の溝内にビアまたは配線を形成するとともに、前記第２のシールリング溝
内に、前記第１のメタル層に接する第２のメタル層を形成する工程と、
を含み、
　前記第１のシールリング溝を形成する工程において、当該第１のシールリング溝は、当
該第１のシールリング溝内に、前記第１の絶縁膜を残して形成され、
　前記第１のシールリング溝内に第１のメタル層を形成する工程において、前記第１のシ
ールリング溝に残して形成された前記第１の絶縁膜により、当該第１のメタル層には貫通
孔が形成され、
　前記第２のシールリング溝を形成する工程において、前記第２のシールリング溝底面に
前記第１の絶縁膜が露出した後、当該露出した前記第１の絶縁膜の上部分を除去して、前
記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分に前記第１の絶縁膜を残し、
　前記第２のメタル層を形成する工程において、前記第１のメタル層の前記貫通孔の上部
分に、当該第２のメタル層をくい込ませる半導体装置の製造方法が提供される。
【００１２】
　素子形成領域は、略四辺形を有する構成とすることができ、シールリングは、素子形成
領域の四方を囲む構成とすることができる。さらに、シールリングの外周にダイシングラ
インが設けられる。
【００１３】
　本発明の構成によれば、第２のメタル層が第１のメタル層に接して形成されるとともに
、第２のメタル層を構成するメタル材料が第１のメタル層の貫通孔内にくい込んでいる。
すなわち、シールリングは、貫通孔の下部分に絶縁性材料が形成されている以外はすべて
メタル材料により構成されている。そのため、メタル層間の接触面積が大きくなり、メタ
ル層間の密着性を高めることができ、ダイシング工程で発生する膜剥離やクラックがチッ
プ内部の素子形成領域に伝搬するのを防ぐことができる。また、耐湿性を高めることがで
きる。これにより、半導体装置の歩留まりを向上させることができる。
【００１４】
　また、第２のメタル層を構成するメタル材料が第１のメタル層の貫通孔内にくい込むと
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ともに、貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成されている。すなわち、第２のメタル層の
底面には、下方に突出する凸部が形成されており、その凸部が第１のメタル層に形成され
た貫通孔内に嵌め込まれた構成となっている。そのため、第２のメタル層の貫通孔内の底
面は、第２のメタル層のそれ以外の領域の底面および第１のメタル層の貫通孔の底面とは
異なる高さに位置することになり、メタル層間の接面に段差が生じている。このような構
成によれば、ダイシング時の衝撃で生じる水平方向の応力がシールリングに伝搬されて、
たとえば第１のメタル層と第２のメタル層との間にクラックが生じても、そのクラックは
、第１のメタル層の貫通孔内に伝搬した後、当該貫通孔内で第１のメタル層の壁面で止め
られ、それ以上のクラックの進行を防ぐことができる。これにより、半導体装置の歩留ま
りを向上させることができる。
【００１５】
　また、本発明のシールリングは、多層配線構造の配線およびビアをシングルダマシンプ
ロセスまたはデュアルダマシンプロセスで作成するのと同時に、シールリング部において
素子形成領域のパターンと異なるパターンを形成するようにするだけで、新たな工程を追
加することなく製造することができる。さらに、シールリング部において、シールリング
形成用の溝を形成する際に、当該溝内に絶縁膜が残されるので、メタル材料をＣＭＰによ
り除去する際のディッシングを防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ダイシング工程で発生する膜剥離やクラックがチップ内部に伝播する
のを防ぐことにより、半導体装置の歩留まりを向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１８】
　図１は、本実施の形態における半導体装置の構成を示す断面図である。図２は、図１に
示した半導体装置１００の横断平面図である。図２（ａ）は、図１のＡ－Ａ’断面図、図
２（ｂ）は、図１のＢ－Ｂ’断面図に該当する。図１は、図２（ａ）および図２（ｂ）の
Ｃ－Ｃ’断面図に該当する。
【００１９】
　半導体装置１００は、たとえばシリコン基板の表面にトランジスタ等の素子（不図示）
）が形成されている基板１０２と、基板１０２上に形成された下層絶縁膜１０４と、下層
絶縁膜１０４上に形成され、低誘電率膜を含む層間絶縁膜１０６とを含む。下層絶縁膜１
０４は、たとえばＳｉＯ２膜により構成することができる。図中、破線の左側は素子形成
領域であるチップ内部２０２、破線の右側はシールリング部２０４である。シールリング
部２０４のさらに外周（図中右側）に、ダイシングラインが存在する。
【００２０】
　図３は、基板１０２上に複数のチップ２０３が形成された構成を示す平面図である。図
３に示すように、各チップ２０３は略四辺形を有する。シールリング部２０４は、平面視
においてチップ内部２０２を囲むようにチップ内部２０２の外周に形成される。また、ダ
イシングライン２０６は、平面視においてシールリング部２０４を囲むようにシールリン
グ部２０４の外周に形成される。また、各チップ２０３の間には、アライメントマーク２
０８が配置されている。図１および図２は、図３の破線Ｄで囲った部分を示す図である。
【００２１】
　図１に戻り、チップ内部２０２において、層間絶縁膜１０６中には、配線層１３２およ
びビア層１３０がこの順で交互に形成される。ここでは、デュアルダマシン構造を有する
配線を示している。
【００２２】
　シールリング部２０４において、下層絶縁膜１０４には、Ｗ（タングステン）シールリ
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ング１３４が形成される。さらに、シールリング部２０４において、層間絶縁膜１０６中
には、下層メタル層１２１、第１のメタル層１２２、および第２のメタル層１２４がこの
順で形成される。
【００２３】
　ここで、ビア層１３０、配線層１３２、下層メタル層１２１、第１のメタル層１２２、
および第２のメタル層１２４は、それぞれバリアメタル膜１１８および銅含有メタル膜１
２０により構成することができる。バリアメタル膜１１８は、高融点金属を含む構成とす
ることができる。バリアメタル膜１１８は、たとえば、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｗ
、ＷＮ等により構成することができる。銅含有メタル膜１２０は、銅を主成分として含む
ことができる。銅含有メタル膜１２０は、さらに、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ｍｏ
、Ｗ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｚｎ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｈｇ、Ｓｉ、Ｚｒ、Ｔｉ、または、Ｓｎから選択
される一又は二以上の異種元素を含む構成とすることもできる。銅含有メタル膜１２０は
、たとえばめっき法により形成することができる。また、銅含有メタル膜１２０の表面は
、たとえばシリサイド膜が形成された構成とすることもできる。
【００２４】
　本実施の形態において、下層メタル層１２１は、チップ内部２０２の層間絶縁膜１０６
中の最下層の配線層１３２と同じ膜厚を有するように形成される。下層メタル層１２１は
、平面視において島状に形成された複数の貫通孔１２１ａ（図１では１つのみ表示）を有
する。第１のメタル層１２２は、下層メタル層１２１上に下層メタル層１２１に接して形
成されるとともに、平面視において下層メタル層１２１の複数の貫通孔１２１ａとは重な
らない位置に島状に形成された複数の貫通孔１２２ａを有する。ここで、下層メタル層１
２１の複数の貫通孔１２１ａの下部分にはそれぞれ層間絶縁膜１０６を構成する絶縁性材
料が形成され、当該複数の貫通孔１２１ａの絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分に
はそれぞれ第１のメタル層１２２を構成するメタル材料がくい込んで形成されている。す
なわち、下層メタル層１２１の貫通孔１２１ａは、下部分が絶縁性材料で埋め込まれ、上
部分がメタル材料で埋め込まれている。本実施の形態において、第１のメタル層１２２は
、下層メタル層１２１の貫通孔１２１ａが形成された箇所以外の箇所では、チップ内部２
０２のビア層１３０と配線層１３２との合計の膜厚と同じ膜厚を有する。
【００２５】
　第２のメタル層１２４は、第１のメタル層１２２上に第１のメタル層１２２に接して形
成されるとともに、平面視において第１のメタル層１２２の複数の貫通孔１２２ａとは重
ならない位置に島状に形成された複数の貫通孔１２４ａ（図１では１つのみ表示）を有す
る。ここで、第１のメタル層１２２の複数の貫通孔１２２ａの下部分にはそれぞれ層間絶
縁膜１０６を構成する絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔１２２ａの絶縁性材料が
形成された箇所以外の上部分にはそれぞれ第２のメタル層１２４を構成するメタル材料が
くい込んで形成されている。すなわち、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａは、下部
分が絶縁性材料で埋め込まれ、上部分がメタル材料で埋め込まれている。本実施の形態に
おいて、第２のメタル層１２４は、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａが形成された
箇所以外の箇所では、チップ内部２０２のビア層１３０と配線層１３２との合計の膜厚と
同じ膜厚を有する。
【００２６】
　なお、図示していないが、半導体装置１００は、チップ内部２０２において、配線層１
３２上にさらにビア層１３０および配線層１３２が順次交互に形成されるとともに、シー
ルリング部２０４において、第２のメタル層１２４上にさらに第１のメタル層１２２およ
び第２のメタル層１２４と同様の構成のメタル層（第３のメタル層）が順次交互に形成さ
れた構成とすることができる。シールリング部２０４において、このようなメタル層の積
層構造により、シールリングが構成される。図１に示した例において、下層メタル層１２
１の複数の貫通孔と、第２のメタル層１２４の複数の貫通孔とは、平面視において略等し
い位置に形成されている。
【００２７】
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　図２に示すように、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａおよび第２のメタル層１２
４の貫通孔１２４ａは、それぞれ、平面視において格子状に配置することができる。本実
施の形態において、貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａは、それぞれ千鳥格子状に配置
することができる。
【００２８】
　また、シールリング部２０４において、内周から外周に延在する直線（図２のＣ－Ｃ’
直線）で切断した断面において、内周から外周の方向に、第１のメタル層１２２の貫通孔
１２２ａが形成された列と第２のメタル層１２４の貫通孔１２４ａが形成された列とが交
互に配置されている。また、図２の例では、シールリング部２０４の長軸方向（Ｃ－Ｃ’
直線に垂直な方向）の断面においても、貫通孔１２２ａ（図２中破線で表示）が形成され
た列と貫通孔１２４ａが形成された列とが交互に配置されている。
【００２９】
　さらに、シールリング部２０４では、内周から外周に延在する直線（図２のＣ－Ｃ’直
線）で切断した断面（図１）において、層間絶縁膜１０６が分散配置された構造を有する
。すなわち、本実施の形態において、シールリング部２０４では、図３で示した帯状のシ
ールリング部２０４のほぼ全体がメタル材料により構成され、当該メタル材料中に絶縁性
材料が水平方向および積層方向のいずれにおいても島状に分散配置された構造を有する。
【００３０】
　本実施の形態における半導体装置１００の構成によれば、シールリングは、貫通孔の下
部分に絶縁性材料が形成されている以外はすべてメタル材料により構成されている。その
ため、メタル層間の接触面積が大きくなり、メタル層間の密着性を高めることができ、ダ
イシング工程で発生する膜剥離やクラックがチップ内部の素子形成領域に伝搬するのを防
ぐことができる。また、耐湿性を高めることができる。これにより、半導体装置の歩留ま
りを向上させることができる。
【００３１】
　さらに、第２のメタル層１２４の底面には、下方に突出する凸部が形成されており、そ
の凸部が第１のメタル層１２２に形成された貫通孔１２２ａ内に嵌め込まれた構成となっ
ている。そのため、第２のメタル層１２４の底面に段差が生じ、第２のメタル層１２４が
貫通孔１２２ａ内にくい込んだ部分の底面は、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａの
底面とは異なる高さに位置することになる。このような構成によれば、図１に示したよう
に、ダイシング時の衝撃で生じる水平方向の応力がシールリングに伝搬されて、たとえば
第１のメタル層１２２と第２のメタル層１２４との間にクラックや膜剥離１４０が生じて
も、そのクラックや膜剥離１４０は、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａ内に伝搬し
た後、貫通孔１２２ａ内において第２のメタル層１２４の壁面で止められ、それ以上のク
ラックや膜剥離１４０の進行を防ぐことができる。これにより、半導体装置１００の歩留
まりを向上させることができる。
【００３２】
　なお、貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａは、種々の配置とすることができる。図２
５は、貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａの配置を模式的に示す平面図である。図１に
示したように、貫通孔１２４ａおよび貫通孔１２２ａは、異なるメタル層に設けられてい
るが、ここではわかりやすくするために貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａを同一平面
上に示し、貫通孔１２２ａを破線で示している。たとえば図２５（ａ）に示したように、
シールリング部２０４の長軸方向（図中縦方向）においては、列毎に貫通孔１２４ａのみ
、または貫通孔１２２ａのみがそれぞれ配置されるようにすることもできる。
【００３３】
　さらに、図２５（ｂ）および図２５（ｃ）に示すように、平面視で同一列または同一行
に配置される貫通孔は、厳密に一直線上に配置される必要はなく、貫通孔１２２ａおよび
貫通孔１２４ａは、略格子状に配置されていればよい。
【００３４】
　さらに、貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａは、必ずしも格子状に配置される必要は
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なく、チップ内部２０２を囲むように配置されたシールリング部２０４において適宜分散
配置されていればよい。すなわち、貫通孔１２２ａおよび貫通孔１２４ａは、第２のメタ
ル層１２４の底面に分散配置して形成された複数の凸部が、貫通孔１２２ａ内に嵌め込ま
れ、さらに第２のメタル層１２４上に形成されるメタル層の底面に分散配置して形成され
た複数の凸部が貫通孔１２４ａに嵌め込まれる構成の繰り返し構造となっていれば、どの
ような配置となっていてもよい。このような構成とすることにより、上述したのと同様、
クラックや膜剥離がチップ内部２０２に伝搬するのを防ぐことができる。さらに、貫通孔
１２２ａおよび貫通孔１２４ａは、略均等に分散配置されることが好ましい。これにより
、後述する製造手順において、ディッシングを防ぐことができ、半導体装置の製造効率を
高めることができる。なお、シールリング部２０４において、外部から伝搬されるクラッ
クや膜剥離がチップ内部２０２に伝搬するのを防ぐためには、第１のメタル層１２２の貫
通孔１２２ａおよび第２のメタル層１２４の貫通孔１２４ａは、それぞれ、チップ内部２
０２の周囲全体を取り囲むように、チップ内部２０２の外周に略均等に設けられることが
好ましい。
【００３５】
　次に、図１および図２に示した半導体装置１００の製造手順の一例を説明する。図４～
図７は、半導体装置１００の製造手順を示す工程断面図である。図８～図１１は、半導体
装置１００の製造途中の構成を示す平面図である。ここでは、Ｗシールリング１３４の記
載を省略しているが、半導体装置１００の下層絶縁膜１０４中には、図１に示したように
、Ｗシールリング１３４が形成された構成とすることができる。また、ここで、層間絶縁
膜１０６は、第１の層間絶縁膜１５０、第２の層間絶縁膜１５２、および第３の層間絶縁
膜１５４の積層構造により構成される。
【００３６】
　まず、図４（ａ）に示す構造の製造手順を説明する。下層絶縁膜１０４上に第１の層間
絶縁膜１５０を形成する。次いで、第１の層間絶縁膜１５０上に反射防止膜および配線層
１３２および下層メタル層１２１に対応するパターンを有するレジスト膜をこの順で形成
し、レジスト膜および反射防止膜をマスクとして、第１の層間絶縁膜１５０をパターニン
グする。図８は、このときの第１の層間絶縁膜１５０の構成を示す平面図である。図中、
白抜きの部分は、第１の層間絶縁膜１５０が除去され下層絶縁膜１０４が露出した箇所を
示す。図中、ドットパターンの部分は、第１の層間絶縁膜１５０が除去されることなくそ
のまま残っている箇所を示す。チップ内部２０２においては、配線溝１９０が形成される
。一方、シールリング部２０４においては、シールリング溝１９２が全体に形成され、そ
の中に部分的に第１の層間絶縁膜１５０がエッチング除去されていない島状絶縁膜１５０
ａが複数千鳥格子状に形成されている。
【００３７】
　つづいて、基板１０２上全面にバリアメタル膜１１８を形成する。これにより、配線溝
１９０の内壁、シールリング溝１９２の内壁、および島状絶縁膜１５０ａの周囲にバリア
メタル膜１１８が形成される。次いで、バリアメタル膜１１８上に銅含有メタル膜１２０
を形成し、配線溝１９０およびシールリング溝１９２を銅含有メタル膜１２０により埋め
込む。その後、ＣＭＰにより配線溝１９０およびシールリング溝１９２外に露出した銅含
有メタル膜１２０およびバリアメタル膜１１８を除去する。このとき、ＣＭＰ工程におい
て、シールリング溝１９２中には島状絶縁膜１５０ａが形成されているため、ディッシン
グを防ぐことができる。これにより、配線層１３２および下層メタル層１２１が形成され
、図９に示した構成となる。図４（ａ）は、図８および図９のＣ－Ｃ’断面部分に該当す
る。
【００３８】
　図４（ａ）に戻り、基板１０２上全面の第１の層間絶縁膜１５０、配線層１３２および
下層メタル層１２１上に、第２の層間絶縁膜１５２および第３の層間絶縁膜１５４をこの
順で積層する。ここで、第１の層間絶縁膜１５０および第３の層間絶縁膜１５４は、Ｓｉ
ＯＣ等の低誘電率膜により構成することができる。低誘電率絶縁膜は、たとえば比誘電率
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膜が３．３以下、好ましくは２．９以下の絶縁膜とすることができる。低誘電率膜として
は、ＳｉＯＣの他に、ＨＳＱ（ハイドロジェンシルセスキオキサン）、ＭＳＱ（メチルシ
ルセスキオキサン）、またはＭＨＳＱ（メチル化ハイドロジェンシルセスキオキサン）等
のポリハイドロジェンシロキサン、ポリアリールエーテル（ＰＡＥ）、ジビニルシロキサ
ンービスーベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）、またはＳｉｌｋ（登録商標）等の芳香族含有
有機材料、ＳＯＧ、ＦＯＸ(ｆｌｏｗａｂｌｅ ｏｘｉｄｅ)、サイトップ、またはＢＣＢ
（Ｂｅｎｓｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）等を用いることもできる。また、低誘電率膜とし
ては、これらのポーラス膜を用いることもできる。第１の層間絶縁膜１５０および第３の
層間絶縁膜１５４は、同じ材料により構成しても、異なる材料により構成してもいずれで
もよい。
【００３９】
　第２の層間絶縁膜１５２は、ビアホールや配線溝を形成する際のエッチング阻止膜とし
て機能するとともに、銅含有メタル膜１２０中の銅の拡散を防止する機能を有する材料に
より構成することができる。第２の層間絶縁膜１５２は、たとえば、ＳｉＣＮ、ＳｉＮ、
ＳｉＣ、ＳｉＯＦまたはＳｉＯＮ等により構成することができる。
【００４０】
　さらに、第３の層間絶縁膜１５４上に反射防止膜１５６および所定のパターンを有する
レジスト膜１５８をこの順で積層する。これにより、図４（ａ）に示した構造となる。こ
こで、レジスト膜１５８は、チップ内部２０２ではビアホールに対応するパターン１５８
ａが開口したパターンを有する。レジスト膜１５８は、シールリング部２０４では、後述
するシールリング溝１６０に対応するパターン１５８ｂが開口するとともに、シールリン
グ溝１６０中で後述する島状絶縁膜１５４ａが分散配置されるように島状絶縁膜１５４ａ
をマスクする部分１５８ｃおよび１５８ｄを残したパターンを有する。
【００４１】
　このように形成されたレジスト膜１５８および反射防止膜１５６をマスクとして、第３
の層間絶縁膜１５４および第２の層間絶縁膜１５２をエッチングして、ビアホール１６２
（第１の溝）およびシールリング溝１６０（第１のシールリング溝）を形成する。つづい
て、レジスト膜１５８および反射防止膜１５６をアッシング等により除去する。このとき
、シールリング溝１６０中には、島状絶縁膜１５４ａが形成される（図４（ｂ））。ここ
で、幅の狭いビアホール１６２においては、エッチングの進行も遅いため、第２の層間絶
縁膜１５２が残っているが、幅が広いシールリング溝１６０においては、エッチングの進
行が早く、第２の層間絶縁膜１５２もエッチングされる。このとき、第２の層間絶縁膜１
５２の下に銅含有メタル膜１２０またはバリアメタル膜１１８が存在する場合は、これら
のメタル膜がエッチング阻止膜として機能し、ここでエッチングが止まる。一方、第２の
層間絶縁膜１５２の下に第１の層間絶縁膜１５０（島状絶縁膜１５０ａ）が存在する場合
は、第２の層間絶縁膜１５２がエッチング除去された後、第１の層間絶縁膜１５０もエッ
チングされ、下層メタル層１２１の貫通孔中に凹部が形成される。
【００４２】
　次いで、第３の層間絶縁膜１５４、第２の層間絶縁膜１５２、下層メタル層１２１、第
１の層間絶縁膜１５０上の全面に、これらの間の段差がなくなるように下層レジスト膜１
６４を形成する。さらに下層レジスト膜１６４上に、低温酸化膜（レジストが変質しない
程度の低温、たとえば２００℃で形成される酸化膜）１６６、反射防止膜１６８および所
定パターンを有する上層レジスト膜１７０をこの順で積層する（図５（ａ））。ここで、
上層レジスト膜１７０は、チップ内部２０２において配線溝に対応するパターン１７０ａ
が開口したパターンを有する。このとき、上層レジスト膜１７０はシールリング部２０４
には開口したパターンを有さない。そのため、以降のエッチング工程において、シールリ
ング部２０４はエッチングされない。その後、上層レジスト膜１７０、反射防止膜１６８
、低温酸化膜１６６および下層レジスト膜１６４をマスクとして、第３の層間絶縁膜１５
４をエッチングして、配線溝１７２を形成する。これにより、チップ内部２０２にビアホ
ール１６２および配線溝１７２により構成されたデュアルダマシン配線溝（第１の溝）が
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形成される。つづいて、上層レジスト膜１７０、反射防止膜１６８、低温酸化膜１６６、
および下層レジスト膜１６４をアッシング等により除去する（図５（ｂ））。
【００４３】
　図１０は、このときの半導体装置１００の構成を示す平面図である。図５（ｂ）は、図
１０のＣ－Ｃ’断面図に該当する。図１０において、図中、チップ内部２０２の白抜きの
部分は、第３の層間絶縁膜１５４に配線溝１７２が形成された箇所を示す。図中、ドット
パターンの部分は、第３の層間絶縁膜１５４が除去されることなくそのまま残っている箇
所を示す。すなわち、チップ内部２０２において、ドットパターンで示した箇所も、白抜
きで示した箇所も表面には第３の層間絶縁膜１５４が露出しているが、高さが異なってい
る。シールリング部２０４においては、シールリング溝１６０内では、バリアメタル膜１
１８および銅含有メタル膜１２０が露出した箇所、および第１の層間絶縁膜１５０が露出
した箇所が存在する。また、シールリング溝１６０中には、第３の層間絶縁膜１５４がエ
ッチング除去されていない島状絶縁膜１５４ａが複数千鳥格子状に形成されている。
【００４４】
　次いで、図６（ａ）に示すように、基板１０２上全面にバリアメタル膜１１８を形成す
る。これにより、配線溝１７２およびビアホール１６２の内壁、シールリング溝１６０の
内壁、島状絶縁膜１５４ａの周囲および下層メタル層１２１の貫通孔の島状絶縁膜１５０
ａが除去された上部分の内壁にバリアメタル膜１１８が形成される。次いで、バリアメタ
ル膜１１８上に銅含有メタル膜１２０を形成し、配線溝１７２およびビアホール１６２な
らびにシールリング溝１６０を銅含有メタル膜１２０により埋め込む。その後、ＣＭＰに
より配線溝１７２およびシールリング溝１６０外に露出した銅含有メタル膜１２０および
バリアメタル膜１１８を除去する。これにより、配線層１３２および第１のメタル層１２
２が形成される（図６（ｂ））。ＣＭＰ工程において、シールリング溝１６０内には島状
絶縁膜１５４ａが形成されているため、ディッシングを防ぐことができる。
【００４５】
　図１１（ａ）は、図６（ｂ）の状態を示す平面図、図１１（ｂ）は、図６（ｂ）のＥ－
Ｅ’断面図である。図６（ｂ）は、図１１（ａ）および図１１（ｂ）のＣ－Ｃ’断面図に
該当する。
【００４６】
　その後、基板１０２上全面に層間絶縁膜１５２’、層間絶縁膜１５４’、反射防止膜１
５６’、および所定のパターンを有するレジスト膜１５８’を形成する。層間絶縁膜１５
２’および層間絶縁膜１５４’は、それぞれ、上述した第２の層間絶縁膜１５２および第
３の層間絶縁膜１５４と同様の材料により構成することができる。ここで、レジスト膜１
５８’は、チップ内部２０２ではビアホールに対応するパターン１５８’ａが開口したパ
ターンを有する。レジスト膜１５８’は、シールリング部２０４では、シールリング溝に
対応するパターン１５８’ｂが開口するとともに、シールリング溝中で、層間絶縁膜１５
４’が平面視で前述した島状絶縁膜１５４ａとは重ならない位置に島状に分散配置される
ように層間絶縁膜１５４’をマスクする部分１５８’ｃを残したパターンを有する（図７
）。この後、レジスト膜１５８’および反射防止膜１５６’をマスクとして用いて、層間
絶縁膜１５４’および層間絶縁膜１５２’をエッチングして、チップ内部２０２にビアホ
ール（第２の溝）、シールリング部２０４にシールリング溝（第２のシールリング溝）を
形成する。次いで、第１のメタル層１２２を形成したのと同様の手順で、チップ内部２０
２の層間絶縁膜１５４’をエッチングして配線溝を形成し、デュアルダマシン配線溝（第
２の溝）を形成する。この後、溝をメタル材料で埋め込み、次いで溝外部に露出したメタ
ル材料を除去することにより、チップ内部２０２にデュアルダマシン配線、シールリング
部２０４に第２のメタル層１２４を形成する。以上により、図１に示した構造の半導体装
置１００が製造される。
【００４７】
　以上のように、本実施の形態における半導体装置１００の製造手順によれば、チップ内
部２０２において多層配線構造の配線およびビアをデュアルダマシンプロセスで作成する
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のと同時に、シールリング部２０４においてチップ内部２０２のパターンと異なるパター
ンを形成するようにするだけで、新たな工程を追加することなくシールリングを製造する
ことができる。さらに、シールリング溝を形成する際に、当該溝内に絶縁膜が島状に残さ
れるので、メタル材料をＣＭＰにより除去する際のディッシングを防ぐことができる。
【００４８】
　さらに、同様の処理を繰り返すことにより、配線層１３２上にさらにビア層１３０およ
び配線層１３２が順次交互に形成されるとともに、シールリング部２０４において、第２
のメタル層１２４上にさらに第１のメタル層１２２および第２のメタル層１２４と同様の
構成のメタル層（第３のメタル層）が順次交互に形成された構成の半導体装置１００を製
造することができる。
【００４９】
　次に、図１および図２に示した半導体装置１００の製造手順の他の例を説明する。図１
２～図１５は、半導体装置１００の製造手順を示す工程断面図である。ここでも、Ｗシー
ルリング１３４の記載を省略しているが、半導体装置１００の下層絶縁膜１０４中には、
図１に示したように、Ｗシールリング１３４が形成された構成とすることができる。本例
では、多層ハードマスクを用いてパターニングを行う点で、図４～図１１を参照して説明
した例と異なる。
【００５０】
　まず、図４（ａ）を参照して説明したのと同様にして、第１の層間絶縁膜１５０中に配
線層１３２および下層メタル層１２１を形成する。つづいて、第１の層間絶縁膜１５０、
配線層１３２、および下層メタル層１２１上に第２の層間絶縁膜１５２および第３の層間
絶縁膜１５４をこの順で積層する。次いで、第３の層間絶縁膜１５４上に第１のハードマ
スク１７４、第２のハードマスク１７６、および第３のハードマスク１７８を形成する（
図１２（ａ））。第１のハードマスク１７４、第２のハードマスク１７６、および第３の
ハードマスク１７８は、それぞれ、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＣにより構成される。
【００５１】
　その後、第３のハードマスク１７８上に反射防止膜１８０および所定のパターンを有す
るレジスト膜１８２をこの順で積層する（図１２（ｂ））。ここで、レジスト膜１８２は
、チップ内部２０２ではビアホールに対応するパターン１８２ａが開口したパターンを有
する。レジスト膜１８２は、シールリング部２０４では、シールリング溝に対応するパタ
ーン１８２ｂが開口するとともに、シールリング溝中で後述する島状絶縁膜１５４ａが分
散配置されるように島状絶縁膜１５４ａをマスクする部分１８２ｃおよび１８２ｄを残し
たパターンを有する。
【００５２】
　このように形成されたレジスト膜１８２および反射防止膜１８０をマスクとして、第３
のハードマスク１７８および第２のハードマスク１７６をエッチングして、ビアホールパ
ターン１９４および開口部１９６を形成する。つづいて、レジスト膜１８２および反射防
止膜１８０をアッシング等により除去する（図１３（ａ））。
【００５３】
　次いで、第１のハードマスク１７４、および第３のハードマスク１７８上の全面に、こ
れらの間の段差をなくすように反射防止膜１８３を形成する。さらに反射防止膜１８３上
に所定パターンを有するレジスト膜１８４を形成する（図１３（ｂ））。ここで、レジス
ト膜１８４は、チップ内部２０２において配線溝に対応するパターン１８４ａが開口した
パターンを有する。このとき、レジスト膜１８４はシールリング部２０４には開口したパ
ターンを有さない。そのため、以降のエッチング工程において、シールリング部２０４は
エッチングされない。その後、レジスト膜１８４および反射防止膜１８３をマスクとして
、チップ内部２０２の第３のハードマスク１７８をエッチングして、配線溝パターン１９
８を形成する（図１４（ａ））。
【００５４】
　次いで、まず第２のハードマスク１７６をマスクとして、下層をエッチングする。所定
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の深さエッチングされた後、第３のハードマスク１７８をマスクとして、下層をエッチン
グする。これにより、第２の層間絶縁膜１５２、および第３の層間絶縁膜１５４中に、チ
ップ内部２０２においてはビアホール１６２および配線溝１７２により構成されたデュア
ルダマシン配線溝（第１の溝）が、シールリング部２０４においてはシールリング溝１６
０（第１のシールリング溝）がそれぞれ形成される（図１４（ｂ））。このとき、第２の
層間絶縁膜１５２の下に銅含有メタル膜１２０またはバリアメタル膜１１８が存在する場
合は、これらのメタル膜がエッチング阻止膜として機能し、ここでエッチングが止まる。
一方、第２の層間絶縁膜１５２の下に第１の層間絶縁膜１５０（島状絶縁膜１５０ａ）が
存在する場合は、第２の層間絶縁膜１５２がエッチング除去された後、第１の層間絶縁膜
１５０もエッチングされ、下層メタル層１２１の貫通孔中に凹部が形成される。また、シ
ールリング溝１６０中には、第２のハードマスク１７６、第１のハードマスク１７４、第
３の層間絶縁膜１５４および第２の層間絶縁膜１５２がエッチング除去されていない島状
絶縁膜１５４ａが複数千鳥状に形成されている。
【００５５】
　つづいて、基板１０２上全面にバリアメタル膜１１８を形成する。これにより、配線溝
１７２およびビアホール１６２の内壁、シールリング溝１６０の内壁、島状絶縁膜１５４
ａの周囲および下層メタル層１２１の貫通孔の島状絶縁膜１５０ａが除去された上部分の
内壁にバリアメタル膜１１８が形成される。次いで、バリアメタル膜１１８上に銅含有メ
タル膜１２０を形成し、配線溝１７２およびビアホール１６２ならびにシールリング溝１
６０を銅含有メタル膜１２０により埋め込む（図１５（ａ））。その後、ＣＭＰにより配
線溝１７２およびシールリング溝１６０外に露出した銅含有メタル膜１２０およびバリア
メタル膜１１８、ならびに第２のハードマスク１７６を除去する（図１５（ｂ））。ＣＭ
Ｐ工程において、シールリング溝１６０内には島状絶縁膜１５４ａが形成されているため
、ディッシングを防ぐことができる。
【００５６】
　この後、同様の手順を繰り返し、第１のメタル層１２２上に第２のメタル層１２４、さ
らにその上にメタル層を順次積層する。これにより、シールリング部２０４において、各
メタル層の底面で下方に突出する凸部が下層のメタル層に形成された貫通孔内の上部分に
くい込んだ構成のメタル層の積層構造を得ることができる。
【００５７】
　図１６は、図１に示した半導体装置１００の他の例を示す図である。図１６（ａ）は、
半導体装置１００の横断平面図、図１６（ｂ）は、半導体装置１００の縦断正面図である
。図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のＦ－Ｆ’断面図に該当し、図１６（ａ）は、図１６（
ｂ）のＧ－Ｇ’断面図に該当する。
【００５８】
　本例では、チップ内部２０２のビア層１３０および配線層１３２がシングルダマシン構
造を有する点で、図１に示した例と異なる。この例では、シールリング部２０４において
、下層メタル層１２１、第１のメタル層１２２、および第２のメタル層１２４は、それぞ
れチップ内部２０２の配線層１３２、ビア層１３０、および配線層１３２と略等しい膜厚
を有する。具体的には、下層メタル層１２１は、チップ内部２０２の配線層１３２と同じ
膜厚を有する。第１のメタル層１２２は、下層メタル層１２１の貫通孔１２１ａにくい込
んだ箇所以外の箇所では、チップ内部２０２のビア層１３０と同じ膜厚を有する。同様に
、第２のメタル層１２４は、第１のメタル層１２２の貫通孔１２２ａにくい込んだ箇所以
外の箇所では、チップ内部２０２の配線層１３２と同じ膜厚を有する。すなわち、チップ
内部２０２におけるビア層１３０や配線層１３２の膜厚が図１に示した半導体装置１００
のビア層１３０や配線層１３２と等しい場合、図１６に示した半導体装置１００の下層メ
タル層１２１、第１のメタル層１２２、および第２のメタル層１２４は、図１に示した対
応メタル層よりも膜厚が薄くなる。
【００５９】
　次に、図１６に示した半導体装置１００の製造手順の一例を説明する。図１７～図２４
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は、半導体装置１００の製造手順を示す工程断面図である。ここでも、層間絶縁膜１０６
は、第１の層間絶縁膜１５０、第２の層間絶縁膜１５２、および第３の層間絶縁膜１５４
の積層構造により構成される。
【００６０】
　図４（ａ）を参照して説明したのと同様にして、第１の層間絶縁膜１５０中に配線層１
３２、および下層メタル層１２１を形成する（図１７）。つづいて、基板１０２上全面の
第１の層間絶縁膜１５０、配線層１３２および下層メタル層１２１上に、第２の層間絶縁
膜１５２を形成する（図１８）。ここで、第２の層間絶縁膜１５２は、第１の層間絶縁膜
１５０および後述する第３の層間絶縁膜１５４と同様の低誘電率膜とすることができる。
さらに、第２の層間絶縁膜１５２上に反射防止膜３００および所定のパターンを有するレ
ジスト膜３０２をこの順で積層する（図１９）。ここで、レジスト膜３０２は、チップ内
部２０２ではビアホールに対応するパターン３０２ａが開口したパターンを有する。レジ
スト膜３０２は、シールリング部２０４では、後述するシールリング溝３０６に対応する
パターン３０２ｂが開口するとともに、シールリング溝３０６中で後述する島状絶縁膜１
５２ａが分散配置されるように島状絶縁膜１５２ａをマスクする部分３０２ｃおよび３０
２ｄを残したパターンを有する。
【００６１】
　このように形成されたレジスト膜３０２および反射防止膜３００をマスクとして、第２
の層間絶縁膜１５２をエッチングして、ビアホール３０４（第１の溝）およびシールリン
グ溝３０６（第１のシールリング溝）を形成する。このとき、シールリング溝３０６中に
は、島状絶縁膜１５２ａが形成される。つづいて、レジスト膜３０２および反射防止膜３
００をアッシング等により除去する（図２０）。このとき、第２の層間絶縁膜１５２の下
に銅含有メタル膜１２０またはバリアメタル膜１１８が存在する場合は、これらのメタル
膜がエッチング阻止膜として機能し、ここでエッチングが止まる。一方、第２の層間絶縁
膜１５２の下に第１の層間絶縁膜１５０が存在する場合は、第２の層間絶縁膜１５２がエ
ッチング除去された後、貫通孔１２１ａ中の第１の層間絶縁膜１５０もエッチングされ、
下層メタル層１２１の貫通孔１２１ａ中に凹部が形成される。
【００６２】
　次いで、基板１０２上全面にバリアメタル膜１１８および銅含有メタル膜１２０をこの
順で形成し、ビアホール３０４およびシールリング溝３０６をバリアメタル膜１１８およ
び銅含有メタル膜１２０により埋め込む。その後、ＣＭＰによりビアホール３０４および
シールリング溝３０６外に露出した銅含有メタル膜１２０およびバリアメタル膜１１８を
除去する。これにより、ビア層１３０および下層メタル層１２１が形成される（図２１）
。ＣＭＰ工程において、シールリング溝３０６内には島状絶縁膜１５２ａが形成されてい
るため、ディッシングを防ぐことができる。
【００６３】
　その後、基板１０２上全面の第２の層間絶縁膜１５２、ビア層１３０および第１のメタ
ル層１２２上に、第３の層間絶縁膜１５４、反射防止膜３０８および所定のパターンを有
するレジスト膜３１０をこの順で積層する（図２２）。ここで、レジスト膜３１０は、チ
ップ内部２０２では配線溝に対応するパターン３１０ａが開口したパターンを有する。レ
ジスト膜３１０は、シールリング部２０４では、後述するシールリング溝３１４に対応す
るパターン３１０ｂが開口するとともに、シールリング溝３１４中で後述する島状絶縁膜
１５４ａが分散配置されるように島状絶縁膜１５４ａをマスクする部分３１０ｃを残した
パターンを有する。
【００６４】
　このように形成されたレジスト膜３１０および反射防止膜３０８をマスクとして、１５
４をエッチングして、配線溝３１２（第２の溝）およびシールリング溝３１４（第２のシ
ールリング溝）を形成する。次いで、レジスト膜３１０および反射防止膜３０８をアッシ
ング等により除去する（図２３）。このとき、第３の層間絶縁膜１５４の下に銅含有メタ
ル膜１２０またはバリアメタル膜１１８が存在する場合は、これらのメタル膜がエッチン
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グ阻止膜として機能し、ここでエッチングが止まる。ここで、シールリング溝３１４は、
配線溝３１２よりも開口パターンが大きいため、シールリング溝３１４においては、エッ
チングの進行が早く、第３の層間絶縁膜１５４下に第２の層間絶縁膜１５２がある部分で
は、第３の層間絶縁膜１５４がエッチング除去された後、第２の層間絶縁膜１５２もエッ
チングされ、第１のメタル層１２２の貫通孔中に凹部が形成される。
【００６５】
　つづいて、基板１０２上全面にバリアメタル膜１１８および銅含有メタル膜１２０をこ
の順で形成し、配線溝３１２およびシールリング溝３１４をバリアメタル膜１１８および
銅含有メタル膜１２０により埋め込む（図２４）。その後、ＣＭＰにより配線溝３１２お
よびシールリング溝３１４外に露出した銅含有メタル膜１２０およびバリアメタル膜１１
８を除去する。これにより、配線層１３２および第２のメタル層１２４が形成され、図１
６に示した構造の半導体装置１００が製造される。ＣＭＰ工程において、シールリング溝
３１４内には島状絶縁膜１５４ａが形成されているため、ディッシングを防ぐことができ
る。
【００６６】
　以上の処理を繰り返すことにより、配線層１３２上にさらにビア層１３０および配線層
１３２が順次交互に形成されるとともに、シールリング部２０４において、第２のメタル
層１２４上にさらに第１のメタル層１２２および第２のメタル層１２４と同様の構成のメ
タル層（第３のメタル層）が順次交互に形成された構成の半導体装置１００を製造するこ
とができる。
【００６７】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【００６８】
　以上の実施の形態において、層間絶縁膜１０６、第１の層間絶縁膜１５０、第２の層間
絶縁膜１５２、および第３の層間絶縁膜１５４等を例示したが、これらは、低誘電率膜と
、エッチング阻止膜や保護膜等との積層構造とすることができる。たとえば、低誘電率膜
の上部には、ＣＭＰ時に低誘電率膜を保護する保護膜が形成された構成とすることもでき
る。
【００６９】
　また、以上の実施の形態において、メタル層中に絶縁性材料が平面視において島状に分
散配置される例を示したが、絶縁性材料が、シールリング部２０４の長軸方向に延在する
スリット状に形成された構成とすることもできる。このような構成としても、実施の形態
で説明した構成と同様、メタル層の底面に段差が生じ、下層のメタル層の貫通孔内でクラ
ックや膜剥離の伝搬の進行を防ぐことができる。
【００７０】
　また、図２に示した例では、メタル層中に分散配置された島状絶縁膜が略正方形を有す
るが、島状絶縁膜は、たとえばシールリング部２０４の長軸方向に長辺を有する長方形や
、円形等種々の形状とすることができる。
　なお、本発明は、以下の構成を適用することも可能である。
（１）
　基板と、
　前記基板上に形成され、ビアおよび配線が形成される素子形成領域と、
　前記基板上に形成され、平面視において前記素子形成領域を囲むように当該素子形成領
域の外周に形成されたシールリングと、
を含み、
　前記シールリングは、平面視において前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔
を有する第１のメタル層と、前記第１のメタル層上に当該第１のメタル層に接して形成さ
れた第２のメタル層と、を含み、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前
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記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部分には前記第２のメタル層を構成するメタル材
料がくい込んで形成された半導体装置。
（２）
　（１）に記載の半導体装置において、
　前記第１のメタル層の前記貫通孔は、平面視で複数の貫通孔が前記素子形成領域を囲む
ように分散配置されることにより構成され、前記複数の貫通孔の下部分にはそれぞれ前記
絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部
分には、それぞれ前記第２のメタル層がくい込んで形成された半導体装置。
（３）
　（２）に記載の半導体装置において、
　前記第１のメタル層の前記複数の貫通孔は、平面視において格子状に配置された半導体
装置。
（４）
　（１）から（３）いずれかに記載の半導体装置において、
　前記シールリングは前記第２のメタル層上に、当該第２のメタル層に接して形成された
第３のメタル層をさらに含み、
　前記第２のメタル層は、平面視において前記第１のメタル層の前記貫通孔とは重ならな
い位置において、前記素子形成領域を囲むように形成された貫通孔を有し、当該貫通孔の
下部分には絶縁性材料が形成され、当該貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の
上部分には前記第３のメタル層を構成するメタル材料がくい込んで形成された半導体装置
。
（５）
　（４）に記載の半導体装置において、
　前記第２のメタル層の前記貫通孔は、平面視で複数の貫通孔が前記素子形成領域を囲む
ように分散配置されることにより構成され、前記複数の貫通孔の下部分にはそれぞれ前記
絶縁性材料が形成され、当該複数の貫通孔の前記絶縁性材料が形成された箇所以外の上部
分には、それぞれ前記第３のメタル層がくい込んで形成された半導体装置。
（６）
　（５）に記載の半導体装置において、
　前記第２のメタル層の前記複数の貫通孔は、平面視において格子状に配置された半導体
装置。
（７）
　（４）から（６）いずれかに記載の半導体装置において、
　前記シールリングは、前記第１のメタル層下に、当該第１のメタル層に接して形成され
た下層メタル層をさらに含み、
　前記シールリングは、内周から外周に延在する直線で切断した断面において、前記下層
メタル層、前記第１のメタル層、前記第２のメタル層、および前記第３のメタル層をそれ
ぞれ構成するメタル材料中に前記絶縁性材料が島状に分散配置された構造を有する半導体
装置。
（８）
　（４）から（７）いずれかに記載の半導体装置において、
　前記シールリングは、内周から外周に延在する直線で切断した断面において、内周から
外周の方向に、前記第１のメタル層の前記貫通孔が形成された列と前記第２のメタル層の
前記貫通孔が形成された列とが交互に配置された半導体装置。
（９）
　素子形成領域と、当該素子形成領域を囲むように当該素子形成領域の外周に形成された
シールリング部と、を含む半導体装置の製造方法であって、
　基板上に形成された第１の絶縁膜に、前記素子形成領域においてビアまたは配線を形成
するための第１の溝、および前記シールリング部において平面視で前記素子形成領域を取
り囲むように第１のシールリング溝を形成する工程と、
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　前記第１の溝および前記第１のシールリング溝をメタル材料で埋め込み、次いで前記第
１の溝および前記第１のシールリング溝外部に露出した前記メタル材料を除去することに
より、前記第１の溝内にビアまたは配線を形成するとともに、前記第１のシールリング溝
内に第１のメタル層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜に、前記素子形成領域においてビアまたは配線を形成するための第２
の溝、および前記シールリング部において前記第１のシールリング溝上に第２のシールリ
ング溝を形成する工程と、
　前記第２の溝および前記第２のシールリング溝をメタル材料で埋め込み、次いで前記第
２の溝および前記第２のシールリング溝外部に露出した前記メタル材料を除去することに
より、前記第２の溝内にビアまたは配線を形成するとともに、前記第２のシールリング溝
内に、前記第１のメタル層に接する第２のメタル層を形成する工程と、
を含み、
　前記第１のシールリング溝を形成する工程において、当該第１のシールリング溝は、当
該第１のシールリング溝内に、前記第１の絶縁膜を残して形成され、
　前記第１のシールリング溝内に第１のメタル層を形成する工程において、前記第１のシ
ールリング溝に残して形成された前記第１の絶縁膜により、当該第１のメタル層には貫通
孔が形成され、
　前記第２のシールリング溝を形成する工程において、前記第２のシールリング溝底面に
前記第１の絶縁膜が露出した後、当該露出した前記第１の絶縁膜の上部分を除去して、前
記第１のメタル層の前記貫通孔の下部分に前記第１の絶縁膜を残し、
　前記第２のメタル層を形成する工程において、前記第１のメタル層の前記貫通孔の上部
分に、当該第２のメタル層をくい込ませる半導体装置の製造方法。
（１０）
　（９）に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１のシールリング溝を形成する工程において、当該第１のシールリング溝は、当
該第１のシールリング溝内に、平面視で前記素子形成領域を取り囲むように前記第１の絶
縁膜が島状に分散配置されるように当該第１の絶縁膜を残して形成され、
　前記第１のシールリング溝内に第１のメタル層を形成する工程において、前記第１のシ
ールリング溝に残して形成された前記第１の絶縁膜により、当該第１のメタル層には複数
の貫通孔が形成される半導体装置の製造方法。
（１１）
　（９）または（１０）に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の絶縁膜上に第３の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第３の絶縁膜に、前記素子形成領域においてビアまたは配線を形成するための第３
の溝、および前記シールリング部において前記第２のシールリング溝上に第３のシールリ
ング溝を形成する工程と、
　前記第３の溝および前記第３のシールリング溝をメタル材料で埋め込み、次いで前記第
３の溝および前記第３のシールリング溝外部に露出した前記メタル材料を除去することに
より、前記第３の溝内にビアまたは配線を形成するとともに、前記第３のシールリング溝
内に、前記第２のメタル層に接する第３のメタル層を形成する工程と、
をさらに含み、
　前記第２のシールリング溝を形成する工程において、当該第２のシールリング溝は、当
該第２のシールリング溝内に、平面視で前記第１のメタル層の前記貫通孔とは重ならない
位置において、前記素子形成領域を取り囲むように当該第２の絶縁膜を残して形成され、
　前記第２のシールリング溝内に第２のメタル層を形成する工程において、前記第２のシ
ールリング溝に残して形成された前記第２の絶縁膜により、当該第２のメタル層には貫通
孔が形成され、
　前記第３のシールリング溝を形成する工程において、前記第３のシールリング溝底面に
前記第２の絶縁膜が露出した後、当該露出した前記第２の絶縁膜の上部分を除去して、前
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記第２のメタル層の前記貫通孔の下部分に前記第２の絶縁膜を残し、
　前記第３のメタル層を形成する工程において、前記第２のメタル層の前記貫通孔の上部
分に、当該第３のメタル層をくい込ませる半導体装置の製造方法。
（１２）
　（１１）に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２のシールリング溝を形成する工程において、当該第２のシールリング溝は、当
該第２のシールリング溝内に、平面視で前記素子形成領域を取り囲むように前記第２の絶
縁膜が島状に分散配置されるように当該第２の絶縁膜を残して形成され、
　前記第２のシールリング溝内に第２のメタル層を形成する工程において、前記第２のシ
ールリング溝に残して形成された前記第２の絶縁膜により、当該第２のメタル層には複数
の貫通孔が形成される半導体装置の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施の形態における半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の横断平面図である。
【図３】基板上に複数のチップが形成された構成を示す平面図である。
【図４】図１に示す半導体装置の製造手順の一例を示す工程断面図である。
【図５】図１に示す半導体装置の製造手順の一例を示す工程断面図である。
【図６】図１に示す半導体装置の製造手順の一例を示す工程断面図である。
【図７】図１に示す半導体装置の製造手順の一例を示す工程断面図である。
【図８】図１に示す半導体装置の製造途中の構成を示す平面図である。
【図９】図１に示す半導体装置の製造途中の構成を示す平面図である。
【図１０】図１に示す半導体装置の製造途中の構成を示す平面図である。
【図１１】図１に示す半導体装置の製造途中の構成を示す平面図である。
【図１２】図１に示す半導体装置の製造手順の他の例を示す工程断面図である。
【図１３】図１に示す半導体装置の製造手順の他の例を示す工程断面図である。
【図１４】図１に示す半導体装置の製造手順の他の例を示す工程断面図である。
【図１５】図１に示す半導体装置の製造手順の他の例を示す工程断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態における半導体装置の他の例を示す図である。
【図１７】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図１８】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図１９】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２０】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２１】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２２】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２３】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２４】図１６に示す半導体装置の製造手順を示す工程断面図である。
【図２５】第１のメタル層および第２のメタル層にそれぞれ形成される貫通孔の配置の他
の例を示す平面図である。
【図２６】従来の半導体装置の問題点を説明するための断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
１００ 半導体装置
１０２ 基板
１０４ 下層絶縁膜
１０６ 層間絶縁膜
１１８ バリアメタル膜
１２０ 銅含有メタル膜
１２１ 下層メタル層
１２１ａ 貫通孔
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１２２ 第１のメタル層
１２２ａ 貫通孔
１２４ 第２のメタル層
１２４ａ 貫通孔
１３０ ビア層
１３２ 配線層
１３４ Ｗシールリング
１４０ クラックや膜剥離
１５０ 第１の層間絶縁膜
１５０ａ 島状絶縁膜
１５２ 第２の層間絶縁膜
１５２ａ 島状絶縁膜
１５２’ 層間絶縁膜
１５４ 第３の層間絶縁膜
１５４ａ 島状絶縁膜
１５４’ 層間絶縁膜
１５６ 反射防止膜
１５６’ 反射防止膜
１５８ レジスト膜
１５８ａ パターン
１５８ｂ パターン
１５８ｃ 部分
１５８ｄ 部分
１５８’ レジスト膜
１５８’ａ パターン
１５８’ｂ パターン
１５８’ｃ 部分
１６０ シールリング溝
１６２ ビアホール
１６４ 下層レジスト膜
１６６ 低温酸化膜
１６８ 反射防止膜
１７０ 上層レジスト膜
１７０ａ パターン
１７２ 配線溝
１７４ 第１のハードマスク
１７６ 第２のハードマスク
１７８ 第３のハードマスク
１８０ 反射防止膜
１８２ レジスト膜
１８２ａ パターン
１８２ｂ パターン
１８２ｃ 部分
１８２ｄ 部分
１８３ 反射防止膜
１８４ レジスト膜
１８４ａ パターン
１９０ 配線溝
１９２ シールリング溝
１９４ ビアホールパターン
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１９６ 開口部
１９８ 配線溝パターン
２０２ チップ内部
２０３ チップ
２０４ シールリング部
２０６ ダイシングライン
２０８ アライメントマーク
３００ 反射防止膜
３０２ レジスト膜
３０２ａ パターン
３０２ｂ パターン
３０２ｃ 部分
３０２ｄ 部分
３０４ ビアホール
３０６ シールリング溝
３０８ 反射防止膜
３１０ レジスト膜
３１０ａ パターン
３１０ｂ パターン
３１０ｃ 部分
３１２ 配線溝
３１４ シールリング溝

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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